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芽室町営水泳プール等整備事業について 

 

1. 事業手法 DBO（デザイン・ビルド・オペレート） 

2. 選定方法 公募型プロポーザル方式 

3. 事業者  

オーク・めむろ 

 代表者 株式会社オカモト 代表取締役 岡本 謙一 

調査設計・工事監理 株式会社創造設計舎・株式会社アトリエブンク 

建設・解体工事 宮坂建設工業株式会社・川田工業株式会社・鍵谷建設株式会社 

運営・維持管理 株式会社オカモト・芽室ビル管理株式会社・十勝広域森林組合 

4. 事業名称 

芽室町営水泳プール等整備事業 

5. 事業対象となる公共施設の種類 

 水泳プール 

 総合体育館 

 社会体育施設等（勤労青少年ホーム、既存水泳プール） 

 

表 1 本事業対象施設と業務内容の概要 

施設 運営業務等 

◇新水泳プー

ル 

（改築） 

◇勤労青少年

ホーム 

（改修） 

水泳プール ◆水泳プール運営業務 

◆学校利用運営補助業務 

 

◆総合管理業務 

・総合案内・広報業務 

 ・受付対応業務 

 ・予約受付・利用許可業務 

・使用料金徴収業務 

 ・会議室・研修室運営業務 

 ・その他 

ｽﾀｼﾞｵ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

室 

◆ｽﾀｼﾞｵ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室運営

業務 

会議室 － 

◇総合体育館（競技場、研修室） － 

◇既存水泳プ

ール（解体） 

水泳プール 

 

◆新水泳プール運営開始

までの運営業務 

新水泳プール運営開始まで

の上記総合管理業務 
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6. 今年度の経過 

 ９月８日 優先交渉権者決定通知 

 10 月 16 日 芽室町営水泳プール等整備事業基本協定書締結 

 10 月 30 日 第１３回厚生文教常任委員会 

 10 月 30 日 町と事業者の打ち合わせ 

芽室町営水泳プール等整備事業協議会の設置について 

 11 月 27 日 第１回芽室町営水泳プール等整備事業協議会（延期） 

 ２月 10 日 第１回芽室町営水泳プール等整備事業協議会 

課題の共有、設計業務前の協議 

7. 今後のスケジュール 

項目 日程 

調査・設計業務実施期間 令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月 

整備工事実施期間（建設・改修工事） 令和 4 年 4 月～令和 5 年 3 月 

関連条例等改正 令和４年９月議会 

整備工事実施期間（外構工事） 令和 4 年９月～令和５年 8 月 

整備工事実施期間（既存プール解体工

事） 
令和 5 年 4 月～8 月 
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（参考） 

プロポーザル提案資料より一部抜粋 

事業コンセプト 

①芽室町密着（地域の協力体制の構築） 

本施設のコンセプト達成については周辺施設とも連携をはかり、地域全体を巻き

込んだ活動を実施します。隣接施設と連携してのイベント開催等、相互利用促進や

大会・合宿誘致を通して芽室町の魅力を再発信します。 

 

②平等利用の確保・公平性の担保 

公共サービスのあり方を定めた「公共サービス基本法」の規定を遵守し公共施設

としての在り方を踏まえた上で運営・維持管理基本方針を定めます。また、体系化

した研修を定期的に実施し公共サービスの従事者としての自覚と責任を職員へ持た

せます。 

施設利用における個人や団体間の差別や区別を排し公平性を確保するとともに、

施設利用と自主事業の整合性を担保すべく、『施設運営会議』を開催し、同会議にお

いて調整を行うことにより、利用者の平等利用を確保します。 

 

③多世代ニーズの掌握 

利用者ニーズを把握し、利用者意見を反映した運営を行う為に、事前に設計・建

設期間に地域アンケートを実施し運営・維持管理計画策定に役立てます。 

本グループでは本施設の維持管理運営・サービスの提供が適正に実施されている

かの把握を正確に行うため、外部機関へ利用者満足度調査を依頼します。また、第

三者機関（株）建物管理品質確保センター（東京）によるモニタリングを実施しま

す。 

 

④ニーズや個人の能力に応じたプログラム展開 

芽室町民ニーズに応じ、幅広い世代の方に本施設を利用していただく“きっかけ” 

づくりとして多様な世代に応じた様々なプログラムを開催します。 

プログラム展開については代表企業Ａが指定管理者として管理している公共施

設・全国展開しているスポーツクラブ、デイサービスのノウハウを活かし全国ニー

ズに合わせたプログラムを展開します。 

また、構成企業の１４年間の社会体育施設運営・維持管理業務で培われた豊富な

経験や建設期間中に町民アンケートを実施しニーズを把握します。 
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⑤健康づくり活動の推進 

健康づくり活動の推進として「運動習慣の定着化」を図り健康寿命の延伸に寄与

できるよう再来館・定着化の仕組みを構築します。また、老若男女・障がいの有無

に関係なく運動する“きっかけ” づくりとして２次予防等の専門的なノウハウを取り

入れたプログラムを展開し多様な世代の健康づくり活動を推進します。 
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